
議案箘１ ０レ豹

恆の施数の指定管ミ考の指定について（灘いきかい創造セ ンタ ー）

Ｊセ方自治法 （９ね２ ２年法律第６ ７そ）第 ２４ ４条の２ 第３ 項に規定する指

完。管を者と して次の とお り指定するこ とについて、 同条第６ 項の規定によ り、

議会の議決を求める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一回

令和 ら年 １　１　犬ｊ ２１ 日提范

記

南あがし市貝　守　本　憲　 リム

１ 指定管ミ考に管理を行わせよう とするノ八の施設の名称

南あわじ市灘いきかい創造センター

２　 指定管理者と なる 団体

所在巡　　南あわじ市灘黒岩 ３５ ９番地１

岨　称　　灘いきがい創造セ ンタ ー利用推進協議会

会長

３　 指定の期間

令和 ７年 ４大］１ 日か ら令和９ 年３ Ｊモｊ３ １日 まで





 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第卜号（第３粂関係）

指定管ミ者指定申 請書

－

・

－

指定を

受けよ

うとす

るけ｜イ本

名　称 灘い きがい創造セ ンタ ー利鴇推進協議会

事務所の

所在逖
南あわじ市灘・岩 ３５ ９番地１

管ミを行おう とす

るなの施設の佑称
南あわじ市灘いきがい創造センター

添　 イ才　 言　類

ば事荼皆副書

ど回湊の概要説獸書

［慝 回体の活動実雍害

に　 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（事務娘ミ欄）



１

施設ネ称 南あ わじ 市灘いさ かい創造セン ター

回体の概要

回体 名称 ：｀ いき がい創造センター利片丿推進協議会

ザ　 匹－
回体概が ：主 として八下のものを構ぼれとしてぎ私

・灘地【え肖Ｉでき動する 文ｆヒサーク ル・ 団体等か らの代兼惹

・灘丿自 【ｘき人クラ ブからの代表者

・灘地区連合自治会か らの代表者

・灘いき がい創きセンターでほ動するグループからの代表者

２　 回体の活動実績

Ｏｔ域寥、齢者のせ康増菟、教養の 霤］ 上、 イ木養八びレ クリ エー ショ ン翌瀧

いき いき １００歳体操、地元特産晶のびわを使っ たジャム づく り教室など

Ｏｊ自域Ｆ’９各種回体と連携 した活動

灘地区老人ク ラブのボ ランティ ア活動拠点

（ロ ングライ ト振舞い食の仕；ふみ製造等）

Ｏそ の他、Ｊ加域間交流活動

淡路 豁ウ ォー ク、 諭鶴示ｌ を［１１ 等交流イ ベン トの 中継丿加ぶと して の協力　 など

３　 管ミを行 う施設の事業計回

１） 管ｊｌ運営の基本方針

設置 目的であ る、 高齢者の健康増進及び教養の肖］上を図ると とも にレクリ ェーショ

ンの場を提供する ため、適ｍかつＦｊ滑にＪ営できる よう 管ＪＩしてい く。

２） 管理兼営体鼈

灘いきがい創滋１センターｊミ｜』用推進協議会の構成役員を もっ て、 管珂１運営していく

３） 緊急１侍の連絡体執

上兄 ２） の体鼈において、 市や灘鳬活ぷＲ館 との連携調整 を回 る。 また災害特等に

おけ る避難所 として付近住Ｒに より 即時解放でき る体制も 整え る。

４） 設置目的のためのなり 組み

地域高齢者の コミ ュニティ の醸成、 遨域発展のた めの コミ ュニティ 活動に取 り組む
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（権利・ 義務の譲渡の禁止）

第１５条　指定管ｊミ者 は、 この協定によ って生じ る権利又は義務を第ミ者に譲渡 し、

若し くは継承 させ、又は担保に供してはなら ない。

（一括‾羈委託等の禁止）

第１６条　指定喩を者は、管 ＪＩ業務のを郎又 はそ の主たる 業務 を一括し て第ミ者に下

請けさせ、又は再委託する こと はできない。

（第ミ者によ る実施）

第１７条　指定管Ｊｌ者は、 管ＪＩ業務を 自ら行う もの とし、第二者に委託し、又は請け

負わせて はな らな い。 ただ し、 事前に市の書面に よる承諾を得た４合‾反び市がＳ

める設備機器等の保守点検業務について は、 この限り でな い。

（イ鵈人情報の保護）

第１８条　指定喩え者は、管 ｊｌ業務 を実施す るに 售た って の個人情報の取り 扱い につ

いて は、 ｊ３ １ＪＥｒ個人情報取扱特記事項」を厳守 しな ければな らない。

（協定の改定）

第１９条　施設の管ミ業務に 回し 、事情が変ｊぎし たと き‾丈は特５３１」な事情が生 じた とき

は、 市と 指定管ＪＩ者が協議の上、 この協定を改定するこ とができ る。

（疑義等についての協議）

第２０条　 この協定に回 し疑義が生じたと き又はこ の協定に特５３１』の定めのない事項に

ついては、市 と指定管ミ者が協議の上、 これを定める もの とす る。

この協定の締結を証するた め、 本書 ２ときを作成レ市‾反び指定管ミ者が龍名押印

の上、各自その１ 通を保有する。

令和 年　　 チｊ 日

南あわじ市 叺觜県南あわ じ市市善光キ ２２ 番鳬１

南あわじ市長

指定管ミ者

守　 本　 憲　 リヒム ⑩

兵庫県南あわ じ市灘黒岩３ ５９ 番地１

灘いきがい創詣．センター利用推進協議会長

⑩
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